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11
月
24
日
か
ら
12
月
20
日
ま
で
の
会
期

で
11
月
定
例
会
を
開
き
ま
し
た
。
本
定
例

会
で
は
、
妊
娠
か
ら
子
育
て
ま
で
の
伴
走

型
相
談
支
援
と
現
金
給
付
に
よ
る
経
済
的

支
援
を
一
体
と
し
た
、
出
産
・
子
育
て
応

援
事
業
の
実
施
に
係
る
経
費
を
計
上
し
た

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
13
号
）を
は
じ

め
、
庁
舎
管
理
事
業
等
に
お
け
る
原
材

料
・
燃
料
費
の
高
騰
等
に
伴
う
電
気
料
金

の
追
加
等
を
計
上
し
た
一
般
会
計
補
正
予

算（
第
11
号
）、
消
防
職
員
の
定
数
を
増
員

す
る
た
め
の
職
員
定
数
条
例
改
定
案
な

ど
、
32
件
の
議
案
が
市
長
か
ら
提
出
さ
れ

ま
し
た
。

　
ま
た
、
市
長
提
出
議
案
の
う
ち
、
吹
田

市
立
障
害
者
支
援
交
流
セ
ン
タ
ー
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
健
康
福
祉

常
任
委
員
会
に
付
託
し
ま
し
た
が
、
審
査

が
終
わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
次
の
定
例
会

ま
で
継
続
審
査
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
な
お
、
こ
れ
を
除
く
そ
の
他
の
議
案

は
、
す
べ
て
議
決
等
を
し
ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
議
員
か
ら
は
、
意
見
書
案

な
ど
８
件
の
市
会
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。（
委
員
会
で
の
審
査
内
容
の
一
部
は
８

～
12
面
に
、
議
決
結
果
等
は
14
、
15
面
に

掲
載
）

消防職員の定数を増員し、消防・救急救命の人員体制の強化を図ります。
（写真は救急隊の訓練の様子）
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代 表 質 問 ・ 質 問 に つ い て

代 表 質 問
今定例会では６会派が代表質問を行いました。

　12月１日、２日、５日、６日の４日間で30人の議員が代表質問、質問（個人質問）を行いました。その一
部を質問順にお伝えします。（表記方法は会派の意向を尊重しています。また、記事の内容は令和４年11月
定例会の代表質問・質問時点のものです。）
　詳細な内容は、会議録をご覧ください。会議録は、市役所の市民総務室（情報公開）、図書館等に備えて
います。
　なお、新型コロナウイルス感染症については、新型コロナと略して表記しています。

公
　
明
　
党矢や

野の

伸し
ん

一い
ち

郎ろ
う

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
発
行
せ
よ

問　
物
価
高
騰
が
続
く
中
、
引
き
続
き
生

活
支
援
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
は
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
サ
ー
ビ
ス
へ
の
過
渡
期
で
あ
り
、

利
用
が
苦
手
な
高
齢
者
も
い
る
が
、
得
手

不
得
手
に
よ
っ
て
不
公
平
が
生
じ
て
は
な

ら
な
い
。
よ
り
多
く
の
市
民
が
利
用
可
能

な
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
等
を
発
行
せ
よ
。

答　
過
渡
期
に
合
わ
せ
た
事
業
検
討
の
必

要
性
は
認
識
し
て
お
り
、
準
備
に
時
間
は

要
す
る
が
、
よ
り
多
く
の
市
民
が
利
用
可

能
な
事
業
の
実
施
に
向
け
、
検
討
を
行
う
。

が
ん
患
者
の
支
援
を
拡
充
せ
よ

問　
が
ん
治
療
に
よ
る
髪
の
脱
毛
へ
の
ケ

ア
と
し
て
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
が
あ
る
が
、

公
的
な
助
成
制
度
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
抗

が
ん
剤
治
療
の
副
作
用
に
悩
む
方
の
社
会

参
加
を
後
押
し
し
、
安
心
し
て
治
療
に
専

念
す
る
た
め
、
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
の
購
入

費
用
の
助
成
な
ど
、
支
援
を
拡
充
せ
よ
。

答
市
長　
が
ん
治
療
に
伴
う
脱
毛
な
ど
の

身
体
的
影
響
は
、
大
き
な
精
神
的
シ
ョ
ッ

ク
を
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
な
ア
ピ
ア
ラ

ン
ス
ケ
ア
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
、
本
市

独
自
の
サ
ポ
ー
ト
を
検
討
し
て
い
く
。

公
立
小
学
校
の
衛
生
環
境
の
整
備

問　
令
和
４
年
５
月
定
例
会
で
、
学
校
の

ト
イ
レ
に
つ
い
て
、
根
本
的
な
臭
い
の
元

を
調
査
し
、
対
処
す
べ
き
と
指
摘
し
た
。

必
要
な
調
査
を
実
施
し
、
対
応
す
る
と
の

こ
と
だ
っ
た
が
、
進
捗
状
況
を
示
せ
。

答　
調
査
の
結
果
、
排
水
口
か
ら
の
臭
気

や
換
気
不
足
が
原
因
で
、
学
校
に
対
策
や

換
気
の
徹
底
等
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、

根
本
的
な
改
善
に
は
、
全
面
改
修
の
必
要

性
は
認
識
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
間

は
修
繕
や
新
し
い
技
術
の
導
入
も
含
め
た

ソ
フ
ト
面
の
対
応
を
検
討
し
て
い
る
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
ポ
イ
ン
ト�

還
元
事
業
の
効
果
等
に
つ
い
て

問　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
ポ
イ
ン
ト
還

元
事
業
の
想
定
さ
れ
る
効
果
を
示
せ
。
ま

た
、
積
極
的
な
利
用
が
見
込
め
な
い
高
齢

者
等
に
対
し
て
、
独
自
支
援
を
実
施
す
べ

き
と
考
え
る
が
、
副
市
長
の
見
解
を
問
う
。

答　
同
事
業
は
、
予
想
を
上
回
る
経
済
効

果
を
見
込
ん
で
い
る
。
導
入
に
不
慣
れ
な

市
民
等
も
利
用
可
能
な
制
度
を
検
討
す
る
。

答
副
市
長　
物
価
高
騰
対
策
に
重
点
を
置

き
、
実
現
に
向
け
早
急
に
検
討
す
る
。

吹
田
党

有あ
り

澤さ
わ　

由ゆ

真ま

自
由
民
主
党
絆
の
会

泉い
ず

井い　
智と

も

弘ひ
ろ

黙
飲
・
黙
食
の
制
限
見
直
し
を

問　
学
校
の
給
食
時
に
黙
飲
・
黙
食
を
徹

底
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
大
切
な

時
間
や
思
い
出
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
楽
し
く
食
事
を
す
る
こ
と
は
食
育
の

観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
り
、
制
限
を
見
直

す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
問
う
。

答
教
育
長　
学
び
を
止
め
な
い
た
め
に
も
、

学
校
内
で
の
感
染
拡
大
防
止
に
努
め
る
必

要
が
あ
る
。
一
方
で
、
子
ど
も
た
ち
が
給

食
時
間
を
楽
し
く
過
ご
せ
る
よ
う
考
え
る

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
黙
食
の
必
要
性
は
、

今
後
の
国
、
府
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
の
改

訂
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
検
討
し
て
い
く
。

友
好
交
流
都
市
提
携
に
つ
い
て

問　
令
和
４
年
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
名
門

チ
ー
ム
で
あ
る
リ
バ
プ
ー
ル
Ｆ
Ｃ
の
サ
ッ

カ
ー
ス
ク
ー
ル
が
本
市
に
開
校
し
た
。
こ

れ
を
機
に
同
市
と
友
好
交
流
都
市
提
携
を

結
び
、
文
化
交
流
等
を
図
っ
て
は
ど
う
か
。

答
市
長　
本
市
と
し
て
提
携
な
ど
を
結
ん

で
い
な
い
が
、
ご
縁
の
あ
る
国
や
都
市
は

多
く
あ
る
。
提
携
な
ど
に
縛
ら
れ
ず
、
ス

ポ
ー
ツ
な
ど
を
通
じ
て
、
新
た
な
民
間
交

流
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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大
阪
維
新
の
会
・
吹
田

馬ば

場ば

慶け
い

次じ

郎ろ
う

日
本
共
産
党竹た

け

村む
ら　

博ひ
ろ

之ゆ
き

北
千
里
駅
前
の
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン

問　
北
千
里
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
事

業
の
環
境
影
響
評
価
提
案
書
が
公
表
さ
れ

た
が
、
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
数
が

７
０
０
戸
必
要
と
な
っ
た
経
緯
を
示
せ
。

答　
本
事
業
は
、
民
間
施
行
を
予
定
し
て

お
り
、
住
宅
開
発
の
た
め
の
戸
数
設
定
で

は
な
い
。
土
地
の
高
度
利
用
に
よ
り
生
じ

た
床
の
一
部
を
従
前
の
権
利
者
に
配
分
し
、

残
り
の
床
を
保
留
床
と
し
て
処
分
の
う
え
、

建
設
費
用
に
充
て
る
た
め
、
約
７
０
０
戸

と
算
出
し
た
。
民
間
事
業
者
へ
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
の
結
果
、
商
業
施
設
お
よ
び
住
宅
は

取
得
可
能
な
規
模
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

老
朽
化
し
た
下
水
道
に
つ
い
て

問　
本
市
の
下
水
道
の
強
み
と
弱
み
や
特

有
の
課
題
に
つ
い
て
示
せ
。
ま
た
、
整
備

対
策
に
は
、
相
当
規
模
の
予
算
と
国
と
の

連
携
が
必
要
と
考
え
る
が
、
見
解
を
問
う
。

答
市
長　
他
市
に
比
べ
早
期
に
下
水
道
を

整
備
し
た
が
、
現
在
は
経
年
劣
化
が
進
み
、

ま
た
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
等
の
多
さ
や

地
形
等
に
よ
る
高
い
浸
水
リ
ス
ク
を
抱
え

て
い
る
。
予
算
獲
得
の
た
め
、
国
に
課
題

を
説
明
し
、
十
分
な
理
解
を
得
て
い
る
。

学
校
給
食
費
無
償
化
を
継
続
せ
よ

問　
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
や
物
価
高
騰
で
、

子
育
て
世
帯
の
家
計
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
。

特
に
多
子
世
帯
の
負
担
軽
減
は
急
務
で
あ

り
、
小
学
校
給
食
費
の
無
償
化
、
中
学
校

給
食
の
半
額
補
助
を
令
和
５
年
度
以
降
も

継
続
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
問
う
。

答
教
育
長　
物
価
高
騰
が
続
く
中
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
出
来
る
か
検
討
が
必
要
で

あ
る
。
今
後
、
学
校
給
食
費
の
在
り
方
に

つ
い
て
、
市
長
部
局
と
も
協
議
し
て
い
く
。

補
聴
器
購
入
助
成
制
度
を
導
入
せ
よ

問　
加
齢
に
よ
る
聴
力
の
低
下
は
誰
に
で

も
起
こ
る
こ
と
で
あ
り
、
進
行
す
る
と
高

齢
者
の
社
会
生
活
に
支
障
を
来
た
し
、
ま

た
、
認
知
症
の
危
険
因
子
と
も
指
摘
さ
れ

る
。
現
在
、
全
国
で
補
聴
器
購
入
の
助
成

制
度
が
広
が
っ
て
お
り
、
本
市
で
も
制
度

の
導
入
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
高
齢
者
が
補
聴
器
を
利
用
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
補
聴
器
相
談
医
等
の
サ
ポ
ー

ト
を
受
け
な
が
ら
装
用
を
継
続
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
装
用
に
関
す
る
エ
ビ
デ

ン
ス
や
他
市
事
例
の
情
報
を
収
集
し
、
効

果
的
な
取
り
組
み
を
検
討
し
て
い
く
。

保
育
施
設
の
整
備
に
つ
い
て

問　
現
在
の
地
域
割
り
で
の
施
設
整
備
が

達
成
で
き
た
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
ブ

ロ
ッ
ク
を
細
分
化
し
、
よ
り
身
近
な
場
所

で
の
入
園
を
可
能
と
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
だ
と
考
え
る
が
、
市
の
所
見
を
問
う
。

答　
教
育
・
保
育
提
供
区
域
に
つ
い
て
は
、

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
審
議
会
で
、
市
民

委
員
を
は
じ
め
、
関
係
者
や
学
識
経
験
者

等
の
意
見
を
伺
い
、
施
設
整
備
に
係
る
用

地
確
保
の
問
題
や
施
設
の
偏
在
化
を
避
け

る
等
の
課
題
が
あ
る
中
設
定
し
た
も
の
で

あ
り
、
現
時
点
で
見
直
し
の
予
定
は
な
い
。

子
ど
も
政
策
関
連
部
署
の
一
元
化
を

問　
子
ど
も
政
策
の
推
進
に
は
、
部
署
ご

と
に
縦
割
り
で
分
散
し
て
い
る
デ
ー
タ
を

有
効
活
用
す
る
こ
と
が
必
至
で
あ
る
。
必

要
に
応
じ
て
、
関
連
部
署
の
一
元
化
に
取

り
組
む
べ
き
と
考
え
る
が
、
所
見
を
問
う
。

答　
情
報
の
集
約
化
等
が
重
要
と
認
識
し

て
お
り
、
子
ど
も
に
関
わ
る
部
局
の
長
を

構
成
員
と
す
る
連
絡
調
整
会
議
の
設
置
を

予
定
し
て
い
る
。
先
進
市
の
事
例
も
参
考

に
し
、
効
率
的
・
効
果
的
な
子
ど
も
政
策

の
推
進
体
制
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
く
。

民
主
・
立
憲
フ
ォ
ー
ラ
ム

木き

村む
ら　

　
裕ゆ

た
か

市議会ホームページから会議録の検索、閲覧ができます

　パソコン、スマートフォン等で、議会の会議録（本会議録、委員会記録）をご覧になれます。
　なお、本会議については、正式な会議録が作成されるまでの間、速報版を掲載しています。
（速報版は、本会議最終日（討論・採決）から、おおむね20日以内にその会期中の会議録を掲
載し、正式な会議録を会議録検索システムに掲載した時点で削除します。） 市議会の
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学
校
配
分
予
算
を
増
や
し
改
善
を

問　
学
校
配
分
予
算
が
減
額
さ
れ
、
学
校

に
よ
っ
て
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
予
算
ま
で
当
て
に

し
、
運
営
上
必
要
な
も
の
等
、
子
ど
も
た

ち
の
教
育
に
関
す
る
費
用
を
捻
出
し
て
い

る
と
聞
く
。
学
校
教
育
に
係
る
予
算
で
支

出
で
き
る
よ
う
、
改
善
す
べ
き
で
な
い
か
。

答　
各
学
校
の
実
情
に
合
わ
せ
て
対
応
で

き
る
よ
う
、
予
算
を
配
当
し
て
い
る
。
今

後
も
学
校
か
ら
の
相
談
に
は
丁
寧
に
対
応

し
、
必
要
な
予
算
の
確
保
に
努
め
る
。

入
室
待
機
児
童
の
居
場
所
に
つ
い
て

問　
留
守
家
庭
児
童
育
成
室
の
待
機
児
童

に
新
た
な
居
場
所
が
提
供
さ
れ
る
が
、
管

理
責
任
は
誰
が
負
う
の
か
。
ま
た
、
安
心
、

安
全
な
場
所
と
す
る
た
め
、
保
護
者
の
声

の
反
映
が
重
要
だ
が
、
見
解
を
問
う
。

答　
実
績
あ
る
事
業
者
に
委
託
予
定
で
あ

る
が
、
最
終
的
な
管
理
責
任
は
市
が
負
う
。

職
員
に
一
定
の
経
験
を
求
め
、
安
全
を
確

保
す
る
と
と
も
に
、
保
護
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
で
、
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
る
。

旧
市
民
病
院
跡
地
売
却
を
急
げ

問　
現
状
の
跡
地
は
、
不
審
者
の
侵
入
や

小
動
物
の
繁
殖
場
所
と
な
る
な
ど
、
地
域

住
民
は
不
安
を
抱
い
て
い
る
。
早
急
に
売

却
に
向
け
て
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
市
民
病
院
に
お
い
て
、
建
物
の
解
体

等
の
費
用
を
見
直
し
、
公
募
の
準
備
を
進

め
て
い
る
と
聞
く
。
市
と
し
て
も
、
周
辺

の
住
環
境
へ
の
影
響
も
踏
ま
え
、
諸
条
件

が
遵
守
さ
れ
、
適
切
な
時
期
に
売
却
で
き

る
よ
う
、
引
き
続
き
連
携
を
図
っ
て
い
く
。

医
療
的
ケ
ア
児
の
通
学
支
援
を

問　
本
市
に
お
い
て
、
保
護
者
が
体
調
不

良
で
送
迎
で
き
な
い
間
、
医
療
的
ケ
ア
児

が
学
校
を
休
ま
ざ
る
を
得
な
い
事
態
が
発

生
し
た
。
子
ど
も
の
学
ぶ
権
利
を
守
る
た

め
、
他
市
事
例
を
参
考
に
、
通
学
支
援
を

早
急
に
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
当
該
事
案
は
重
く
受
け
止
め
て
い
る
。

今
後
、
関
係
部
局
と
の
連
携
を
図
る
中
で
、

看
護
師
の
人
材
確
保
な
ど
の
課
題
解
決
も

含
め
、
通
学
支
援
の
制
度
設
計
に
努
め
る
。

立
地
適
正
化
計
画
に
つ
い
て

問　
立
地
適
正
化
計
画
が
令
和
４
年
３
月

に
改
定
さ
れ
た
。
各
計
画
と
の
調
整
に
つ

い
て
基
本
的
な
考
え
や
強
調
さ
れ
た
項
目

は
あ
る
か
。
副
市
長
の
所
見
を
問
う
。

答
副
市
長　
調
整
の
考
え
方
は
、
総
合
計

画
に
即
し
て
、
特
に
防
災
関
連
部
局
と
連

携
し
、
各
計
画
と
の
整
合
を
図
っ
た
。
長

期
的
観
点
で
、
望
ま
し
い
ま
ち
の
形
へ
誘

導
し
、
機
能
集
約
の
考
え
方
に
即
す
る
こ

と
で
補
助
金
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
。

質 問（ 個 人 質 問 ）
今定例会では24人の議員が質問（個人質問）
を行いました。

公
　
明
　
党浜は

ま

川か
わ　

　
剛つ

よ
し

市
民
と
歩
む
議
員
の
会

五い

十そ

川が
わ

有ゆ

香か

日
本
共
産
党山や

ま

根ね　
建た

け

人と

子
ど
も
の
学
び
の
場
を
最
優
先
に

問　
本
市
は
国
通
知
に
沿
っ
て
、
通
級
指

導
教
室
の
拡
充
等
の
方
針
を
出
し
た
。
他

校
通
級
で
は
、
授
業
の
一
部
が
受
け
ら
れ

ず
、
ま
た
、
保
護
者
に
よ
る
送
迎
等
の
問

題
が
あ
る
。
不
安
を
解
消
し
、
教
育
の
機

会
の
均
等
を
保
障
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
同
教
室
の
整
備
等
を
具
現
化
し
、
情

報
提
供
に
よ
り
、
適
切
な
学
び
の
場
の
選

択
が
可
能
と
な
る
。
個
々
の
状
況
も
異
な

り
、
保
護
者
の
理
解
を
得
て
対
応
す
る
。

民
主
・
立
憲
フ
ォ
ー
ラ
ム

山や
ま

本も
と　

　
力つ

と
む

日
本
共
産
党玉た

ま

井い

美み

樹き

子こ

自
由
民
主
党
絆
の
会

里さ
と

野の　
善よ

し

徳の
り

生中継画面に字幕を追加しました
　本会議や予算常任委員会（全体会）のインターネッ
ト放映を実施しています。令和４年１１月定例会か
ら生中継画面に字幕機能を追加しました。インター
ネット放映は、パソコンのほか、スマートフォン等
の携帯端末からでも視聴できます。
　市議会ホームページの「議会中継
（インターネット）」からアクセスし
て、ぜひご覧ください。 議会中継
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妊
娠
か
ら
子
育
て
ま
で
一
貫
し
た
支
援
を

問　
妊
産
婦
サ
ポ
ー
ト
ク
ー
ポ
ン
事
業
は
、

妊
産
婦
に
寄
り
添
っ
た
有
用
な
支
援
策
で

あ
る
。
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
、

子
ど
も
の
幸
せ
を
最
優
先
す
る
社
会
を
目

指
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
所
見
を
問
う
。

答
市
長　
子
ど
も
の
幸
せ
を
最
優
先
に
す

る
こ
と
は
最
も
大
切
で
あ
る
。
周
産
期
か

ら
子
離
れ
ま
で
の
長
い
期
間
、
分
野
横
断

的
に
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
進
め
、
子
育

て
を
し
や
す
い
ま
ち
に
充
実
さ
せ
て
い
く
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
強
化
を

問　
相
談
件
数
の
増
加
や
福
祉
課
題
の
複

雑
化
を
受
け
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

職
員
の
負
担
が
増
し
て
い
る
。
高
齢
者
が

抱
え
る
多
様
な
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、

人
員
体
制
の
強
化
を
含
め
、
同
セ
ン
タ
ー

の
機
能
強
化
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
第
８
期
吹
田
健
や
か
年
輪
プ
ラ
ン
に

同
セ
ン
タ
ー
の
業
務
内
容
と
適
切
な
職
員

配
置
の
検
討
を
位
置
づ
け
て
お
り
、
人
員

体
制
の
強
化
に
向
け
庁
内
調
整
を
進
め
る
。

小
学
校
の
欠
席
連
絡
は
ス
マ
ホ
で

問　
多
く
の
小
学
校
で
は
、
子
供
の
欠
席

連
絡
時
に
連
絡
帳
を
友
達
に
学
校
ま
で

持
っ
て
行
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、
本
市
は

転
勤
族
が
多
く
、
引
っ
越
し
後
す
ぐ
に
友

達
を
作
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
欠
席
連
絡

は
メ
ー
ル
等
に
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
欠
席
連
絡
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年

度
よ
り
、
保
護
者
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等

の
端
末
か
ら
欠
席
連
絡
が
可
能
と
な
る
シ

ス
テ
ム
を
導
入
す
る
予
定
で
あ
る
。

国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
跡
地

の
住
宅
開
発
に
よ
る
影
響
は

問　
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
跡
地

の
住
宅
開
発
に
伴
い
、
青
山
台
小
学
校
の

児
童
数
が
増
加
す
る
こ
と
で
、
必
然
的
に

同
中
学
校
の
生
徒
数
も
増
加
す
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
教
室
は
不
足
し
な
い
の
か
。

答　
学
校
規
模
適
正
化
に
伴
う
校
区
設
定

お
よ
び
通
学
区
域
の
見
直
し
後
の
児
童
数

推
計
に
お
い
て
、
同
中
学
校
は
適
正
な
規

模
の
範
囲
内
だ
と
想
定
し
て
い
る
。

北
千
里
駅
前
の
再
開
発
に
つ
い
て

問　
北
千
里
駅
前
の
再
開
発
事
業
と
し
て
、

１
２
３
ｍ
の
超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
を
２
棟

建
設
す
る
計
画
が
示
さ
れ
た
。
あ
ま
り
に

唐
突
で
、
市
は
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い

な
い
と
考
え
る
が
、
今
後
、
住
民
の
意
見

を
反
映
さ
せ
る
取
り
組
み
は
あ
る
の
か
。

答　
市
の
関
わ
る
事
業
に
関
し
、
地
域
等

と
の
情
報
共
有
や
意
見
交
換
を
準
備
組
合

に
求
め
る
と
と
も
に
、
千
里
北
地
区
セ
ン

タ
ー
の
再
生
に
向
け
た
支
援
に
取
り
組
む
。

保
育
所
保
育
料
の
設
定
に
つ
い
て

問　
０
歳
か
ら
２
歳
児
の
保
育
料
は
所
得

に
応
じ
た
応
能
負
担
だ
が
、
本
市
に
は
、

近
隣
他
市
に
は
な
い
高
い
階
層
区
分
の
設

定
が
あ
る
。
保
育
料
問
題
懇
談
会
を
開
催

し
、
他
市
を
参
考
に
、
保
育
料
の
最
高
額

や
高
所
得
世
帯
の
階
層
区
分
等
を
協
議
す

べ
き
と
考
え
る
が
、
市
の
見
解
を
問
う
。

答　
現
時
点
で
懇
談
会
の
開
催
は
考
え
て

お
ら
ず
、
国
や
近
隣
他
市
の
動
向
を
注
視

し
、
保
育
料
の
在
り
方
を
検
討
し
て
い
く
。

公
　
明
　
党小こ

北き
た　

一か
ず

美み

自
由
民
主
党
絆
の
会

白し
ら

石い
し　

　
透と

お
る

自
由
民
主
党
絆
の
会

藤ふ
じ

木き　
栄え

い

亮す
け

公
　
明
　
党井い

の

上う
え

真ま

佐さ

美み

民
主
・
立
憲
フ
ォ
ー
ラ
ム

西に
し

岡お
か　

友と
も

和か
ず

大
阪
維
新
の
会
・
吹
田

井い

口ぐ
ち　

直な
お

美み

声の市議会だより、市議会だより点字版を発行しています
　視覚に障がいのある方や、活字を読むのが困難
な方にも、十分な情報提供を行うため、市議会だ
よりの音声版（ＣＤ版およびデイジー版）や点字版
を発行し、希望者に無料で配布しています。
　利用を希望される方は、議会事務局（電話06-
6384-2663）まで御連絡ください。
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サ
イ
バ
ー
攻
撃
へ
の
対
応
に
つ
い
て

問　
市
民
の
命
と
財
産
を
守
る
市
の
機
関

等
で
は
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
備
え
て
、
堅

牢
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

市
民
病
院
に
お
い
て
ラ
ン
サ
ム
ウ
エ
ア
型

の
攻
撃
を
受
け
た
場
合
の
対
応
を
問
う
。

答　
シ
ス
テ
ム
障
害
の
対
応
と
し
て
、
電

子
カ
ル
テ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
作
成
や
、

入
院
患
者
リ
ス
ト
等
の
帳
票
を
紙
媒
体
も

常
時
作
成
す
る
等
、
医
療
体
制
へ
の
影
響

を
最
小
限
に
と
ど
め
る
対
応
を
し
て
い
る
。

屋
外
で
の
受
動
喫
煙
防
止
に
つ
い
て

問　
健
康
増
進
法
で
は
コ
ン
ビ
ニ
等
の
事

業
者
が
屋
外
に
喫
煙
所
を
設
置
す
る
場
合
、

受
動
喫
煙
を
防
ぐ
よ
う
配
慮
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
。
実
際
は
煙
を
吸
わ
な
い
よ
う

に
対
処
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
が
、

市
の
権
限
で
助
言
や
指
導
等
は
可
能
か
。

答　
店
舗
等
の
管
理
権
原
者
に
は
、
望
ま

な
い
受
動
喫
煙
を
生
じ
さ
せ
な
い
喫
煙
場

所
に
す
る
配
慮
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
同

法
に
基
づ
き
助
言
や
指
導
が
可
能
で
あ
る
。

ト
イ
レ
を
清
潔
に
保
つ
取
り
組
み
を

問　
学
校
の
ト
イ
レ
が
常
に
清
潔
に
保
た

れ
る
よ
う
、
抜
本
的
な
施
策
に
取
り
組
む

べ
き
と
考
え
る
が
、
今
後
の
展
望
を
問
う
。

答　
学
校
の
ト
イ
レ
が
常
に
清
潔
に
保
た

れ
る
環
境
は
、
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
日

常
の
清
掃
や
専
門
業
者
に
よ
る
清
掃
と
と

も
に
、
ト
イ
レ
の
乾
式
化
、
洋
式
化
な
ど

ハ
ー
ド
面
で
の
対
策
や
、
臭
気
対
策
な
ど

設
備
面
の
改
善
も
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら

を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

旧
市
民
病
院
跡
地
に
つ
い
て

問　
閉
鎖
か
ら
何
年
も
塩
漬
け
の
状
態
が

続
か
な
い
よ
う
、
市
民
の
声
や
各
部
署
の

意
見
を
集
め
、
有
効
活
用
の
検
討
を
始
め

る
べ
き
だ
が
、
市
長
の
見
解
を
問
う
。

答　
市
民
病
院
の
責
任
の
下
、
適
切
に
売

却
す
る
こ
と
が
基
本
の
方
針
で
あ
る
。

答
市
長　
適
切
な
売
却
に
よ
っ
て
、
健
全

な
財
政
効
果
を
生
み
、
新
た
な
開
発
が
本

市
の
目
指
す
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
こ
と

を
目
指
し
、
現
在
検
討
を
進
め
て
い
る
。

市
が
株
主
で
あ
る
法
人
へ
の
提
案

問　
吹
田
市
開
発
ビ
ル
株
式
会
社
の
経
営

は
、
短
期
借
入
金
を
７
年
の
長
期
で
返
済

を
目
指
す
な
ど
課
題
が
あ
る
。
計
画
に
伴

う
借
り
入
れ
条
件
と
な
る
よ
う
、
金
融
機

関
と
交
渉
し
、
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
す

こ
と
を
株
主
と
し
て
求
め
て
は
ど
う
か
。

答　
同
社
は
短
期
借
入
金
の
完
済
を
重
要

な
経
営
健
全
化
目
標
と
し
、
財
務
体
質
の

改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
同
社
の
発
展

に
つ
な
が
る
提
案
と
し
て
受
け
止
め
る
。

府
下
１
位
の
市
長
給
与
と
退
職
金

問　
都
市
規
模
は
府
下
６
位
で
、
市
長
の

給
料
と
退
職
金
は
府
下
１
位
、
中
核
市
で

は
６２
市
中
７
位
だ
。
府
下
３３
市
中
２３
市
が

減
額
す
る
中
、
市
長
は
他
市
の
状
況
を
見

て
、
部
長
は
他
市
の
動
向
で
対
応
す
る
と

回
答
し
な
が
ら
無
責
任
過
ぎ
る
。
見
直
せ
。

答　
各
市
の
判
断
で
減
額
を
実
施
し
、
本

市
も
必
要
に
応
じ
て
、
手
続
き
等
を
行
う
。

答
市
長　
見
直
す
べ
き
根
拠
を
感
じ
て
お

ら
ず
、
特
例
を
講
じ
る
必
要
は
な
い
。

学
校
看
護
師
の
働
く
環
境
に
つ
い
て

問　
医
療
的
ケ
ア
を
要
す
る
児
童
・
生
徒

が
増
加
す
る
中
、
学
校
看
護
師
の
確
保
や

安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
環
境
整
備
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
原
則
、
一
人
職
場
の

看
護
師
が
情
報
交
換
や
ケ
ア
の
悩
み
を
共

有
で
き
る
よ
う
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
・
研

修
の
実
施
に
つ
い
て
、
進
捗
状
況
を
問
う
。

答　
研
修
に
つ
い
て
は
、
実
施
も
含
め
検

討
し
て
お
り
、
看
護
師
が
教
育
現
場
で
安

心
・
安
全
に
働
け
る
環
境
整
備
を
進
め
る
。

市
庁
舎
の
道
路
斜
線
制
限
へ
の
抵
触

問　
市
庁
舎
高
層
棟
は
、
過
去
の
資
料
等

か
ら
考
察
す
る
と
、
長
年
に
わ
た
り
道
路

斜
線
制
限
に
抵
触
す
る
違
反
建
築
と
断
定

す
る
。
事
実
関
係
を
公
表
し
、
必
要
に
応

じ
て
被
害
の
補
償
等
を
す
べ
き
で
な
い
か
。

答　
指
摘
に
つ
い
て
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
当
時
の
道
路
状
況
等
は
確
認
で

き
て
い
な
い
。
事
実
関
係
が
不
明
で
、
現

行
法
に
お
い
て
も
問
題
は
な
く
、
直
ち
に

損
害
賠
償
が
必
要
と
は
考
え
て
い
な
い
。

無
所
属
ク
ラ
ブ

生い
く

野の　
秀ひ

で

昭あ
き

大
阪
維
新
の
会
・
吹
田

橋は
し

本も
と　

　
潤じ

ゅ
ん

党
派
は
な
し斎さ

い

藤と
う　

　
晃あ

き
ら

日
本
共
産
党村む

ら

口ぐ
ち

久く

美み

子こ

日
本
共
産
党塩し

お

見み

み
ゆ
き

日
本
共
産
党柿か

き

原は
ら　

真ま

生き

吹
田
党

石い
し

川か
わ　

　
勝ま

さ
る

大
阪
維
新
の
会
・
吹
田

高た
か

村む
ら　

将ま
さ

敏と
し
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府
域
一
水
道
へ
の
見
解
を
示
せ

問　
大
阪
府
水
道
基
盤
強
化
計
画（
仮
称
）

で
は
、
広
域
水
道
企
業
団
と
の
統
合
に
よ

り
、
府
域
一
水
道
を
目
指
す
と
な
っ
て
い

る
。
現
在
、
統
合
に
向
け
協
議
中
の
自
治

体
を
加
え
る
と
、
府
内
の
半
数
が
統
合
す

る
こ
と
に
な
る
。
本
市
の
見
解
を
示
せ
。

答　
統
合
の
判
断
基
準
は
、
市
民
に
相
応

の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ

る
。
現
状
は
具
体
的
な
統
合
時
期
を
検
討

す
る
段
階
に
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

山
田
三
ツ
辻
交
差
点
の
安
全
対
策

問　
新
八
王
子
橋
の
改
良
工
事
期
間
中
の

歩
行
者
等
、
特
に
児
童
・
生
徒
の
安
全
確

保
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

答　
歩
行
者
等
の
通
行
は
、
交
通
誘
導
員

を
常
時
配
置
し
、
安
全
に
誘
導
す
る
。

答　
工
事
期
間
や
危
険
箇
所
等
を
学
校
だ

よ
り
等
で
保
護
者
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、

児
童
・
生
徒
に
は
、
危
険
箇
所
へ
近
づ
か

な
い
よ
う
指
導
す
る
。
状
況
に
よ
り
、
Ｐ

Ｔ
Ａ
や
地
域
等
に
も
支
援
を
依
頼
す
る
。

「
不
登
校
特
例
校
」を
設
置
せ
よ

問　
不
登
校
の
子
ど
も
に
合
わ
せ
た
授
業

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
展
開
で
き
る「
不
登
校
特

例
校
」が
、
全
国
で
２１
校
設
置
さ
れ
た
。
不

登
校
の
課
題
解
決
に
向
け
、
本
市
で
も
設

置
は
急
務
と
考
え
る
が
、
所
見
を
問
う
。

答　
転
校
と
い
う
形
で
新
た
な
学
び
や
と

な
る「
不
登
校
特
例
校
」の
必
要
性
を
認
識

し
て
お
り
、
先
行
実
施
校
へ
の
視
察
な
ど
、

情
報
収
集
を
始
め
て
い
る
。
今
後
、
教
育

委
員
会
に
会
議
体
を
設
置
し
、
検
討
す
る
。

市
が
出
資
す
る
法
人
に
つ
い
て

問　
吹
田
市
開
発
ビ
ル
株
式
会
社
は
、
団

地
管
理
組
合
法
人
吹
田
さ
ん
く
す
の
長
期

借
入
金
の
保
証
債
務
を
担
う
。
組
合
員
に

対
す
る
修
繕
積
立
金
の
値
上
げ
で
は
な
く
、

持
分
割
合
の
多
い
同
社
の
み
に
よ
る
保
証

は
不
適
切
と
考
え
る
が
、
見
解
を
問
う
。

答　
老
朽
化
が
進
む
さ
ん
く
す
の
改
修
工

事
で
、
多
額
の
資
金
が
必
要
に
な
り
、
区

分
所
有
者
の
費
用
負
担
を
平
準
化
す
る
た

め
、
同
法
人
は
借
り
入
れ
を
決
定
し
た
。

公
　
明
　
党野の

田だ　
泰や

す

弘ひ
ろ

吹
田
党

後ご

藤と
う　

恭き
ょ
う

平へ
い

日
本
共
産
党益ま

す

田だ　
洋よ

う

平へ
い

会
派
の
構
成　
※
会
派
内
の
順
序
は
議
席
番
号
順　
（
11
月
24
日
現
在
）

日
本
共
産
党（
７
人
）

　
益ま

す

田だ　
洋よ

う

平へ
い　

　
村む

ら

口ぐ
ち

久く

美み

子こ

　
山や

ま

根ね　
建た

け

人と　
　
玉た

ま

井い

美み

樹き

子こ

　
柿か

き

原は
ら　

真ま

生き　
　
塩し

お

見み

み
ゆ
き

　
竹た

け

村む
ら　

博ひ
ろ

之ゆ
き

公
明
党（
７
人
）

　
浜は

ま

川か
わ　

　
剛つ

よ
し　

　
矢や

野の

伸し
ん

一い
ち

郎ろ
う

　
井い

の
う
え上

真ま

佐さ

美み　
　
野の

田だ　
泰や

す

弘ひ
ろ

　
吉よ

し

瀬せ　
武た

け

司し　
　
小こ

北き
た　

一か
ず

美み

　
坂さ

か

口ぐ
ち　

妙た
え

子こ

自
由
民
主
党
絆
の
会（
６
人
）

　
泉い

ず

井い　
智と

も

弘ひ
ろ　

　
澤さ

わ

田だ　
直な

お

己き

　
白し

ら

石い
し　

　
透と

お
る　

　
石い

し

田だ　
就し

ゅ
う

平へ
い

　
藤ふ

じ

木き　
栄え

い

亮す
け　

　
里さ

と

野の　
善よ

し

徳の
り

大
阪
維
新
の
会
・
吹
田（
４
人
）

　
高た

か

村む
ら　

将ま
さ

敏と
し　

　
橋は

し

本も
と　

　
潤じ

ゅ
ん

　
馬ば

場ば

慶け
い

次じ

郎ろ
う　

　
井い

口ぐ
ち　

直な
お

美み

民
主
・
立
憲
フ
ォ
ー
ラ
ム（
４
人
）

　
西に

し

岡お
か　

友と
も

和か
ず　

　
川か

わ

本も
と　

　
均ひ

と
し

　
木き

村む
ら　

　
裕ゆ

た
か　

　
山や

ま

本も
と　

　
力つ

と
む

吹
田
党（
３
人
）

　
有あ

り

澤さ
わ　

由ゆ

真ま　
　
石い

し

川か
わ　

　
勝ま

さ
る

　
後ご

藤と
う　

恭き
ょ
う

平へ
い

市
民
と
歩
む
議
員
の
会（
2
人
）

　
五い

十そ

川が
わ

有ゆ

香か　
　
池い

け

渕ぶ
ち

佐さ

知ち

子こ

無
所
属
ク
ラ
ブ（
１
人
）

　
生い

く

野の　
秀ひ

で

昭あ
き

党
派
は
な
し（
１
人
）

　
斎さ

い

藤と
う　

　
晃あ

き
ら

※�

11
月
22
日
付
け
で
会
派「
吹
田
新

選
会
」は
、「
吹
田
党
」に
名
称
を
変

更
し
ま
し
た
。

※�

11
月
24
日
付
け
で
馬
場
議
員
の
議

席
番
号
が
３
番
か
ら
25
番
に
変
更

と
な
り
ま
し
た
。

市
民
と
歩
む
議
員
の
会

池い
け

渕ぶ
ち

佐さ

知ち

子こ
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※分科会や委員会の質疑内容等は、委員会記録をご覧ください。また、本会議での賛否の状況は、14、15面の議決結果をご覧ください。

常任委員会の審査から

予
算
常
任
委
員
会

【
審
査
案
件
】

予
算
関
係
の
議
案

　
予
算
常
任
委
員
会
に
は
予
算
案
５
件

が
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
主
な
付
託
案
件
お
よ
び
審
査
内
容
・

結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

議案第126号　一般会計補正予算（第11号）
　�原料費・燃料費の高騰などに伴う電気料金の追加など、８億365万円
の増額補正のほか、債務負担行為（複数年度にわたり支出を予定する
事業）補正として、留守家庭児童育成室待機児童居場所確保業務など
を追加

議案第131号　一般会計補正予算（第12号）
　�一般職の職員の給与のほか、市長等常勤の特別職の職員および議員に
係る期末手当の改定等に伴う経費など、２億5,873万円の増額補正

主 な 付 託 案 件

議案第126号　一般会計補正予算（第11号） 全員賛成で
承  認

議案第131号　一般会計補正予算（第12号） 全員賛成で
承  認

〈主な内容〉

〈内容〉
○庁舎管理事業ほか� ５億9,655万円
　�原料費・燃料費の高騰等に伴う消耗品費、電気料
金およびガス料金の追加

○地域医療推進事業� 7,634万円
　�4市2町による豊能広域こども急病センターに対す
る管理運営負担金の追加、医療機関等に対する物
価高騰に係る応援金の支給

○�留守家庭児童育成室運営事業は、有資格者により保護者の就労と児童の豊かな放課後を支えてきた。待機児童
が生じる要因でもある指導員の欠員を解決するため、プロジェクトチームを立ち上げ、雇用形態の見直しや専
門職の育成が図れる職場環境の構築など、指導員確保に向けた抜本的な取り組みを強く求める。

○�今回の原料費・燃料費の高騰を受け、本市の各施設等においても、来年度以降の予算を見据え、環境負荷の少
ない設備や機能に変更することや、再生可能エネルギーの導入等を早期に進めることを求める。

　�また、留守家庭児童育成室居場所確保事業については、限定的な支援内容であり、待機児童対策として根本的
な解決につながるものではない。子どもたちの放課後の居場所について、保護者のニーズを十分に勘案し、適
切に対応することを強く求めて、賛成とする。

○給与改定経費ほか� １億6,805万円
　�一般職の職員の給与のほか、市長等常勤の特別
職の職員および議員に係る期末手当の改定等に
伴う経費

　※�本案は、議案第130号（一般職職員の給与条例等の
一部改正）に関連する予算案です。議案第130号の
審査内容等については９面をご覧ください。

○吹一公民館整備事業�
� 9,067万円
　�吹一地区公民館の建て替
え候補地の購入に係る経
費

〈賛成意見の概要〉

建て替えを予定して
いる吹一地区公民館
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議案第130号　一般職職員の給与条例等の一部改正

議案第112号　�議会議員及び市長の選挙における選挙運動の�
公費負担に関する条例の一部改正

全員賛成で
承  認

議案第118号　職員定数条例の一部改正 全員賛成で
承  認

全員賛成で
承  認

〈主な質疑項目〉

〈主な質疑項目〉

〈主な質疑項目〉

〇選挙運動用自動車の運転手の公費負担に係る限度額を今後、改定する可能性
〇法令の改正内容に準じ、条例改正することに対する市の考え方

〇救急隊の増隊により短縮される現場到着時間
〇新たな救急隊が配置されるまでの間の救急出動件数増加への対策
〇予備定数を活用した育児休業取得の推進
〇消防職務経験者を採用した場合における消防学校入校の免除の有無
〇人口が増加している本市の中・長期的な消防職員の配置計画

財政総務常任委員会では、次のとおり行政視察を実施しました。
報告書については、市議会ホームページをご覧ください。

視察日：令和４年11月10日㈭
視察先および調査事項：高松市　危機管理センターについて

〇初任給の水準について、引き続き、職員団体と協議する必要性

財
政
総
務
常
任
委
員
会

【
審
査
分
野
】

防
犯
・
防
災
、
消
防
、
行
財
政
な
ど

　
財
政
総
務
常
任
委
員
会
に
は
条
例
案

等
５
件
が
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
主
な
付
託
案
件
お
よ
び
主
な
審
査
内

容
・
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

議案第112号　�議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に
関する条例の一部改正�

　�公職選挙法施
し

行
こう

令
れい

の改正内容に準じ、選挙運動の公費負担に係る単価
等の改定を行うものです。

議案第118号　職員定数条例の一部改正　
　消防職員の定数を変更するものです。
議案第130号　一般職職員の給与条例等の一部改正
　職員の給与の改定等を行うものです。

主 な 付 託 案 件

視 察 報 告

9

す い た 市 議 会 だ よ り

令和5年 3月１日発行 令和 5年 3月１日発行

意
見
書
等

議
決
結
果

定
例
会
の
概
要

代
表
質
問

常
任
委
員
会

百
条
委
員
会

質

問

常
任
委
員
会

常
任
委
員
会

常
任
委
員
会



○�今まで個人情報保護のために条例で定めた「要配慮個人情報の取得、利用、提供等を制限」などの重要な項目
が含まれる個人情報保護条例を廃止し、市民の個人情報のデータ利活用を優先する本条例の制定には同意で
きない。市は自主性と自立性を発揮し、市民の個人情報保護と権利保障のための努力をするべきである。

○�農業委員会の所掌事務に支障を来すことのないよう、さらなる委員定数の削減は行わないよう要望する。ま
た、委員の年齢や性別などに著しい偏りが生じないよう、青年や女性を積極的に登用する努力を求める。

○�委員定数の見直しについては理解するものだが、約３割も削減することで、現場の意見が反映できなくなる
といった状況に陥っては、削減したことによるデメリットにつながりかねない。農業者の声を聞く努力や農
業者支援など、市の農業施策の発展につながる農業委員会の活用・工夫を求める。

全員賛成で
承  認

〈主な質疑項目〉

〈主な質疑項目〉

文
教
市
民
常
任
委
員
会

【
審
査
分
野
】

教
育
、
文
化
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど

　
文
教
市
民
常
任
委
員
会
に
は
条
例
案

等
５
件
が
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
主
な
付
託
案
件
お
よ
び
審
査
内
容
・

結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

議案第110号　個人情報の保護に関する法律施行条例
　�個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるもので
す。

議案第113号　農業委員会の委員の定数を定める条例の一部改正
　農業委員会の委員の定数を変更するものです。

議案第110号　個人情報の保護に関する法律施行条例

議案第113号　農業委員会の委員の定数を定める条例の一部改正

○�個人情報保護審議会への諮問を適切に行うこと
による透明性の確保

○�個人情報の利活用ではなく、個人情報の保護を
優先する必要性

○�平成28年の条例制定時ではなく、今回、委員定
数を変更する理由

○委員数減少の影響
○�都市農業の現状を踏まえた柔軟な委員定数の設
定

○委員一人当たりの業務が増加することへの懸念

○若者や女性を委員に任命する必要性
○本市の耕地面積における今後の見通し
○委員活動の積極的な周知
○�条例改正により削減される予算を都市農業振興
に活用する必要性

○�匿名加工情報を公益性の高い目的で活用しても
らうため、市として外部に積極的に提供する考
えの有無

○�市が独自に個人情報を保護する規定を設ける必
要性

〈賛成意見の概要〉

主 な 付 託 案 件

〈反対意見の概要〉

賛成多数で
承  認
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賛成多数で
継続
審査

〈報告内容〉

健
康
福
祉
常
任
委
員
会

【
審
査
分
野
】

福
祉
、
医
療
、
子
育
て
な
ど

　
健
康
福
祉
常
任
委
員
会
に
は
単
行
事

件
１
件
が
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
付
託
案
件
お
よ
び
報
告
内
容
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

議案第123号　障害者支援交流センターの指定管理者の指定
　�社会福祉法人さつき福祉会を、令和５年４月１日から令和15年３月
31日まで指定管理者に指定しようとするものです。

付 託 案 件

議案第123号　障害者支援交流センターの指定管理者の指定

○�本議案は、健康福祉常任委員会に付託されたが、
審査が終わっていないため、次の定例会まで継
続審査としたい。

障害者支援交流センター「あいほうぷ吹田」

　継続審査とは、本会議に付された議案について、当該会期中に審議が
終了しなかったため、付託を受けた委員会が、閉会中に引き続き審査を
行うことです。
　議会は会期中に限り議会として活動することを原則としていますが、
議案自体の性質などから、当該会期中に結論を得るに至らなかった場合、
本会議で議決を行うことで、例外的に継続審査を行うことができます。
　なお、継続審査に期限を付したときには、その期限まで継続して審査
を行うことになりますが、特に期限を付さないときには、次の定例会ま
でと解されています。

「継続審査」
教えて！議会のこと

吹田市イメージキャラクター
すいたん
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〈主な質疑項目〉

〈賛成意見の概要〉
○�公募するに当たっては、ホームページのみの消極的な公募になっているので、近隣他市や大阪府内の業者に
対しても声をかけるなど積極的な公募姿勢をお願いし、本案に賛成する。

〈主な質疑項目〉

〈主な質疑項目〉

建
設
環
境
常
任
委
員
会

【
審
査
分
野
】

道
路
、
公
園
、
水
道
、
環
境
な
ど

　
建
設
環
境
常
任
委
員
会
に
は
条
例
案

等
４
件
が
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
主
な
付
託
案
件
お
よ
び
審
査
内
容
・

結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

議案第115号　道路占用料徴収条例の一部改正
　道路占用料を改定するものです。
議案第116号　都市公園条例の一部改正
　公園の占用の許可に係る使用料を改定するものです。
議案第124号　やすらぎ苑の指定管理者の指定
　�すいた斎

さい

苑
えん

管理グループを、令和５年４月１日から令和10年３月31
日まで指定管理者に指定するものです。

全員賛成で
承  認

全員賛成で
承  認議案第116号　都市公園条例の一部改正

全員賛成で
承  認議案第124号　やすらぎ苑の指定管理者の指定

議案第115号　道路占用料徴収条例の一部改正

○�本市の道路占用料を北摂各市より高額とする理
由および占用物件の詳細

○�事業者が電柱に広告を設置する際の手続き等の
概要

○�北摂各市において道路占用料を統一している理由

○�道路占用料の改定に関する事業者への説明状況
および丁寧な説明の必要性

○私
わたくし

道
みち

における道路占用料および占用の現況

○公園において占用の許可を要する物件の詳細
○�公園の占用の許可と公園施設の設置または管理
の許可に関する使用料の違い

○�占用料の改定対象となる公園内の保育園に関し、
減免措置等の実施に向けた担当部局間の連携

○�指定管理者の募集方法および応募者を増やす取
り組みを行う必要性

○�選定委員会の選定結果において次
じ

点
てん

者
しゃ

名を公表
しない理由

○�同委員会委員が委員会を欠席したことによる選
定結果への影響の有無

吹田市立やすらぎ苑

主 な 付 託 案 件
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100条委員会の開催状況と協議内容　　　

第３回 �令和４年（2022年）12月２日
　　１　証人の出頭請求について
　　　　�令和４年12月13日に、辞職した元議員を改め

て証人として出頭を求め、証言を求める事項に
ついて尋問することを決定しました。

　　２　記録の提出について
　　　　�辞職した元議員や関係者に対して、記録の提出

を請求することを決定しました。
第４回 �令和４年（2022年）12月５日
　　　　記録の提出について
　　　　�関係者に対して、記録の提出を請求することを

決定しました。
第５回 �令和４年（2022年）12月13日
　　１　証人尋問について
　　　　�辞職した元議員に対して尋問を行う予定でした

が、出頭の拒否とその理由を付した文書が提出
され、当日の委員会にも出席しなかったため、
証人尋問を中止することを決定しました。ま
た、証人が本特別委員会への出頭を拒否した理
由が、正当なものでないと決定しました。

　　２　不出頭に対する告発について
　　　　�辞職した元議員が令和４年11月17日および令

和４年12月13日の本特別委員会への出頭を正
当な理由なく拒否したことに関し、不出頭に対
する告発について、委員会提出議案として提出
することを決定しました。

　　３　証人の出頭請求について
　　　　�令和４年12月20日および21日、22日に、関

係者を証人として出頭を求め、証言を求める事
項について尋問することを決定しました。

第６回 �令和４年（2022年）12月20日
　　１　証人尋問について
　　　　�証人に対して、大阪維新の会・吹田の政務活動

費の不明瞭な入出金等およびその他関連する事
項について、尋問を行いました。

　　２　記録の提出の期限延長について
　　　　�関係者に対して、記録の提出を請求しました

が、提出期限を延長することを決定しました。
第７回 �令和４年（2022年）12月21日
　　１　証人尋問について
　　　　�証人に対して、第６回と同様の事項について、

尋問を行いました。
　　２　記録の提出について
　　　　�関係者に対して、記録の提出を請求することを

決定しました。
第８回 �令和４年（2022年）12月22日
　　　　証人尋問について
　　　　�証人に対して、第６回と同様の事項について、

尋問を行いました。
第９回 �令和４年（2022年）12月27日
　　１　証人の出頭請求について
　　　　�令和５年１月16日に、関係者を証人として出

頭を求め、証言を求める事項について尋問する
ことを決定しました。

　　２　記録の提出について
　　　　�関係者に対して、記録の提出を請求することを

決定しました。

第10回 �令和５年（2023年）１月12日
　　　　記録の提出について
　　　　�辞職した元議員や関係者に対して、記録の提出

を請求することを決定しました。
第11回 �令和５年（2023年）１月16日
　　　　証人尋問について
　　　　�証人に対して、大阪維新の会・吹田の政務活動費

の不明瞭な入出金に係る聞き取り内容およびその
他関連する事項について、尋問を行いました。

第12回 �令和５年（2023年）１月19日
　　１　証人の出頭請求について
　　　　�令和５年１月30日に、辞職した元議員を改め

て証人として出頭を求め、証言を求める事項に
ついて尋問することを決定しました。

　　２　記録の提出について
　　　　�関係者に対して、記録の提出を請求することを

決定しました。
第13回 �令和５年（2023年）１月30日
　　１　証人尋問について
　　　　�辞職した元議員に対して尋問を行う予定でした

が、第５回と同様の理由により、証人尋問を中
止することを決定しました。また、証人が本特
別委員会への出頭を拒否した理由が、正当なも
のでないと決定しました。

　　２　記録の不提出について
　　　　�辞職した元議員に対して、令和４年12月２日

および令和５年１月12日に、記録の提出を請
求しましたが、提出の拒否とその理由を付した
文書が提出されました。これを受け、本特別委
員会への記録の提出を拒否した理由が、正当な
ものでないと決定しました。

　　３　不出頭等に対する告発について
　　　　�辞職した元議員が、本日の本特別委員会への出

頭を正当な理由なく拒否したことおよび２回に
わたって正当な理由なく記録を提出しなかった
ことに関し、不出頭等に対する告発について、
委員会提出議案として提出することを決定しま
した。�

第14回 �令和５年（2023年）２月１日
　　　　記録の提出の期限延長について
　　　　�関係者に対して、記録の提出を請求しました

が、提出期限を延長することを決定しました。
※�上記日程は令和5年（2023年）2月1日時点のものです。そ
の後の開催状況は市議会ホームページをご覧ください。ま
た、すいた市議会だよりNo.328�10月臨時会・新年合併
号に掲載したものを今号では省略しています。

100条委員会協議時の様子

政務活動費の不明瞭な入出金等に係る調査特別委員会（通称：100条委員会）
設置目的… 令和4年10月7日の議会運営委員会において報告された、大阪維新の会・吹田の政務活動費の不明瞭な入出金等に係る事項の調査

開催状況
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議決結果 ＜全員賛成の議案および報告案件＞

議案番号 案件名 議決結果
継続審査案件（令和４年９月定例会提案分）

議案第107号 令和３年度吹田市水道事業会計剰余金の処分について 決 原案可決

議案第108号 令和３年度吹田市下水道事業会計剰余金の処分について 決 原案可決

認定第２号 令和３年度吹田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 決 認定

認定第３号 令和３年度吹田市部落有財産特別会計歳入歳出決算認定について 決 認定

認定第４号 令和３年度吹田市勤労者福祉共済特別会計歳入歳出決算認定について 決 認定

認定第６号 令和３年度吹田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 決 認定

認定第７号 令和３年度吹田市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算認定について 決 認定

認定第８号 令和３年度吹田市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算認定について 決 認定

認定第９号 令和３年度吹田市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計歳入歳出決算認定について 決 認定

認定第10号 令和３年度吹田市水道事業会計決算認定について 決 認定

認定第11号 令和３年度吹田市下水道事業会計決算認定について 決 認定

報　　告
報告第27号 吹田市開発ビル株式会社の経営状況について 報告

報告第28号 損害賠償額の決定に関する専決処分について 報告

報告第29号 損害賠償額の決定に関する専決処分について 報告

条　　例
議案第111号 吹田市公告式条例の一部を改正する条例の制定について 財 原案可決

議案第113号 吹田市農業委員会の委員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について 文 原案可決

議案第115号 吹田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 建 原案可決

議案第116号 吹田市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 建 原案可決

議案第117号 吹田市立博物館条例及び吹田市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第118号 吹田市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 財 原案可決

予　　算
議案第126号 令和４年度吹田市一般会計補正予算（第11号） 予 原案可決

議案第127号 令和４年度吹田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 予 原案可決

議案第128号 令和４年度吹田市水道事業会計補正予算（第２号） 予 原案可決

議案第129号 令和４年度吹田市下水道事業会計補正予算（第２号） 予 原案可決

議案第131号 令和４年度吹田市一般会計補正予算（第12号） 予 原案可決

議案第132号 令和４年度吹田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第133号 令和４年度吹田市勤労者福祉共済特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第134号 令和４年度吹田市介護保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第135号 令和４年度吹田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第136号 令和４年度吹田市水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第137号 令和４年度吹田市下水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第138号 令和４年度吹田市一般会計補正予算（第13号） 原案可決

その他の議案
議案第119号 消火活動中の事故に係る損害賠償額の決定について 財 可決

議案第120号 吹田市立勤労者会館の指定管理者の指定について 文 可決

議案第121号 吹田市立スポーツグラウンドの指定管理者の指定について 文 可決

議案第122号 吹田市民体育館の指定管理者の指定について 文 可決

議案第124号 吹田市立やすらぎ苑の指定管理者の指定について 建 可決

議案第125号 大阪府都市競艇企業団規約の一部変更に関する協議について 原案可決

議員提出議案
市会議案第15号 吹田市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

市会議案第16号 帯状疱疹ワクチンに対する助成及び定期接種化を求める意見書 原案可決
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賛成者は○、反対者は×、欠席者は欠としています。
会派名：�大阪維新の会=大阪維新の会・吹田、民主・立憲=民主・立憲フォーラム、市民と歩=市民と歩む議員の会、無=無所属クラブ、な=党派はなし

＜全員賛成以外の議案＞

※案件名の後ろに記載している文字は、その案件が付託された委員会を表しています。記載のない場合は、委員会に付託されていません。
　財…財政総務常任委員会、文…文教市民常任委員会、福…健康福祉常任委員会、建…建設環境常任委員会、予…予算常任委員会、決…決算常任委員会

継続審査案件（令和４年９月定例会提案分）
認定第１号 令和３年度吹田市一般会計歳入歳出決算認定について 決 認定

認定第５号 令和３年度吹田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 決 認定

条　　例
議案第110号 吹田市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 文 原案可決

議案第112号 吹田市議会議員及び吹田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定
について 財 原案可決

議案第114号 吹田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 建 原案可決

議案第130号 吹田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 財 原案可決

その他の議案
議案第123号 吹田市立障害者支援交流センターの指定管理者の指定について 福 継続審査

議員提出議案
市会議案第17号 子どものために保育士の配置基準と公定価格を引き上げ保育士の増員や処遇の改善を求める意見書 原案可決

市会議案第18号 妊産婦医療費助成制度の創設を求める意見書 原案可決

市会議案第19号 消費税率の引下げを求める意見書 原案可決

市会議案第20号 インボイス制度の実施の中止を求める意見書 否決

市会議案第21号 不出頭に対する告発について 原案可決

市会議案第22号 政務活動費の不明瞭な入出金等に係る調査特別委員会の調査経費の追加について 原案可決

賛否一覧表 全員賛成以外の議案について掲載しています。

議決結果

日本共産党 公明党 自由民主党絆の会 大阪維新の会 民主・立憲 吹田党 市民と歩 無 な
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継続審査案件（令和４年９月定例会提案分）

議
長
に
つ
き
、
採
決
に
加
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

認定第１号 認定 × ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 7
認定第５号 認定 × ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 7
条　　例

議案第110号 原案可決 × ○ ○ 欠 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ 欠 ○ ○ ○ 24 7
議案第112号 原案可決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ 欠 ○ ○ × 30 1
議案第114号 原案可決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ × ○ ○ 30 2
議案第130号 原案可決 ○ ○ ○ 欠 ○ × ○ 欠 ○ ○ ○ ○ × 27 5

その他の議案
議案第123号 継続審査 × ○ ○ 欠 ○ ○ × 欠 × ○ × ○ × 19 13

議員提出議案
市会議案第17号 原案可決 ○ ○ ○ 欠 ○ × ○ 欠 ○ ○ ○ × ○ 27 5
市会議案第18号 原案可決 ○ ○ ○ 欠 ○ × ○ 欠 ○ ○ ○ × × 26 6
市会議案第19号 原案可決 ○ × × 欠 × ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ 21 11
市会議案第20号 否決 ○ × × 欠 × × ○ 欠 ○ × ○ × ○ 13 19
市会議案第21号 原案可決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ 欠 ○ × ○ × ○ 28 4
市会議案第22号 原案可決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ 欠 ○ × ○ × ○ 28 4
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次回のすいた市議会だより（No.330 ２月定例会号）は令和５年（2023年）６月１日発行予定です。

議案審査の詳細な内容等は、本会議録や委員会記録（図書館等での閲覧のほか、市議会ホームページの会議録検索システムか
らでも閲覧可能）をご覧ください。

　２月定例会を２月20日㈪から３月23日㈭までの会期で開催しています。なお、以下の日程以外にも委員会等を開催する場合
があります。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響で、定例会の日程や傍聴の取り扱いなどを変更する場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。

９月定例会閉会後の主な議会活動

議 会 日 誌 ～意  見  書 ～

　次の意見書案４件を可決し、政府等に送付しまし
た。（意見書の一部を抜粋して掲載しています。）

○�帯状疱疹ワクチンに対する助成及び定期接種化を
求める意見書

　�　一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効
性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制
度の創設や、予防接種法に基づく定期接種化を行
うよう強く求める。

○�子どものために保育士の配置基準と公定価格を引
き上げ保育士の増員や処遇の改善を求める意見書

　�　必要な財源を確保し、以下の事項について実現
されるよう強く要望する。

　�⑴子どものために保育士の配置基準を引き上げて
保育士の増員を図ること。

　�⑵公定価格を引き上げ、保育士の処遇改善を図る
こと。

○妊産婦医療費助成制度の創設を求める意見書
　�　妊産婦が安心して出産するために、窓口負担、
院外処方箋の薬局負担を軽減するなどの妊産婦医
療費助成制度を創設することを強く求める。

○消費税率の引下げを求める意見書
　�　住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な
打撃を与える消費税について、その税率を引き下
げるよう強く求める。

令和５年(2023年)２月定例会日程

2月20日㈪　本会議(提案説明）
　  27日㈪　本会議(質　　問）
　  28日㈫　本会議(質　　問）
3月  1日㈬　本会議(質　　問）
　　 2日㈭　本会議(質　　問）
　　　　　　予算常任委員会 (提案説明、資料要求）
　　　　　　４常任委員会(提案説明、資料要求）
　　 3日㈮　 財政総務常任委員会
　　　　　　予算常任委員会財政総務分科会
　　　　　　文教市民常任委員会
　　　　　　予算常任委員会文教市民分科会

3月  6日㈪　予算常任委員会財政総務分科会
　　　　　　予算常任委員会文教市民分科会
　　 7日㈫　健康福祉常任委員会
　　　　　　予算常任委員会健康福祉分科会
　　　　　　建設環境常任委員会
　　　　　　予算常任委員会建設環境分科会
　　 8日㈬　予算常任委員会健康福祉分科会
　　　　　　予算常任委員会建設環境分科会
　  16日㈭　予算常任委員会（討論・採決）
　  23日㈭　本会議(討論・採決）

※本会議の各質問日の質問者・項目を事前に市議会ホームページに掲載しています。

開催した会議

10
月

6日 政務活動費経理責任者会議
7日 議会運営委員会
19日 決算常任委員会財政総務分科会
20日 決算常任委員会文教市民分科会
21日 決算常任委員会健康福祉分科会
24日 決算常任委員会建設環境分科会
25日 議会運営委員会
26日 本会議（臨時会）
31日 決算常任委員会

11
月

8日
政務活動費の不明瞭な入出金等に係る調査特別
委員会（以下「100条委員会」という。）
議会広報委員会

17日 議会運営委員会、100条委員会
24日 本会議、議会運営委員会
29日 議会広報委員会

12
月

１日 本会議
２日 本会議、100条委員会
５日 本会議、議会運営委員会、100条委員会

６日 本会議、常任委員会（財政総務、文教市民、
健康福祉、建設環境、予算）

７日 財政総務常任委員会、
予算常任委員会財政総務分科会

８日 文教市民常任委員会、
予算常任委員会文教市民分科会

９日 健康福祉常任委員会、
予算常任委員会健康福祉分科会

12日 建設環境常任委員会、
予算常任委員会建設環境分科会

13日 100条委員会
14日 文教市民常任委員会、予算常任委員会
16日 議会運営委員会
20日 本会議、100条委員会
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